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１ 庄内町食育・地産地消推進計画の策定にあたって 

（１）計画の主旨とねらい 

私たちの暮らす庄内町は、霊峰・月山や「平成の名水百選」立谷沢川、山形県の

母なる川・最上川など美しい自然や豊かな水田を持つ、米を基盤とした農業の町で

す。 

食べることは、私たちの命の源であり、心身とも健康で心豊かな生活を送るため

の基本です。個性豊かな食文化は、豊かな自然を活かして様々な食材を作りだす農

業と暮らしの知恵により形づくられ、家庭、地域に根付き、受け継がれてきました。 

 

今、私たちは食べたいものを、いつでも、どこでも食べられる便利な社会に生き

ています。その反面、栄養バランスの偏りや不規則な食生活が増え健康を壊したり、

「食」は農業や自然環境、様々な人とのつながりの中で支えられていることを忘れ

がちになり、受け継いできた食文化が失われてしまうことなどが心配されます。 

食を支える農業は、全国的に、生産者の高齢化や後継者不足などが大きな問題と

なっています。 

 

地元にある豊富な農林水産物と、それぞれの地域に根差した食文化を後世に伝え

るべく、食育・地産地消、６次産業化を地域ぐるみで推進するため、町、農業団体、

経済団体、飲食店、農業者、食産業、教育機関等により構成する庄内町食育・地産

地消推進協議会からの意見を踏まえ「庄内町食育・地産地消推進計画（兼ねて「庄

内町６次産業化戦略」）」を策定し、この計画に沿って特徴ある地域資源を活用し

た新しい６次産業化商品の開発、地元食材の利用拡大、「食」を基軸とする健康増

進、子どもの育ちの大切さを深める各種行動を展開しながら、地域の活性化を図る

ことを目指します。 

 

これまでの庄内町食育推進計画では「食の大切さ」「健全な食生活」「食に関す

る知識の習得」を基本とした内容としていましたが、生産から販売に携わる関係者

と教育・福祉・医療の現場が一体となり、食育を実践することで「生きる力」が育

まれ、全ての町民が心身ともに健康で生活を営むことができる社会の実現を目指し

『庄内町食育・地産地消推進計画』に名称を改め、全町挙げて推進していくことと

します。 

あわせて、町内で生産される農産物を町内で消費することの推進のみならず、第

１次産業における所得の拡大と、安定した農産物の生産・販売による地域活性化も

含まれています。 
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（２）計画の位置づけ 

この計画は、食育基本法第１８条（平成１７年法律第６３号）に規定する市町村

食育推進計画並びに地域資源を活用した農林漁業者などによる新事業の創出など

及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成２２年法律第６７号。以下「六

次産業化・地産地消法」）第４１条に規定する地域の農林水産物の利用の促進につ

いての計画と位置づけ、庄内町における食育及び地産地消のあるべき姿を示すとと

もに、その実現に向けて必要な施策を総合的かつ計画的に推進するため、これまで

の食育・地産地消の取り組みを更に一歩進める具体的な取り組みを示すものです。 

 

（３）計画の期間 

この計画は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間を計画期間とし、町づ

くりの指針となる第２次庄内町総合計画の理念を踏まえ、推進していきます。 
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山形県食育・地産地消推進計画 
（「食産業王国やまがた」成長戦略） 

（庄内町６次産業化戦略） 

食育基本法 
市町村食育推進計画（法第 18 条）

食育推進基本計画の策定

六次産業化・地産地消法 
市町村促進計画（法第 41 号） 

地域の農林水産物の利用促

進に関する基本方針の策定 

健康しょうない２１計画 (H27～H29) 

庄内町母子保健計画 (H28～H37) 

庄内町おいしい米づくり推進計画 

(H27～) 

庄内町環境基本計画 (H28～H35) 

庄内町観光振興計画 (H25～H29) 

庄内町子ども・子育て支援事業計画 

(H27～H31) 

庄内町高齢者保健福祉計画 

(H27～H29) 

庄内町教育振興基本計画 (H28～H37) 

庄内町農業振興地域整備計画 

(H27～) 

 庄内町みんなの未来計画 

人と自然が輝き合う 日本一住みやすいまち 庄内町 

— 未来へつなぐ笑顔と誇り － 

関 

連 

施 

策 
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２ 「食」と「農」を取り巻く現状と課題 

（１）食生活の現状 

核家族や一人暮らし世帯の増加、仕事や生活様式の多様化といった社会変化によ

り、一人での食事や不規則な食事が増えています。 

また外食や中食※１の利用の増加や、米を主食とする栄養バランスに富んだ日本型

食生活※２離れは、塩分や脂質の摂り過ぎ、野菜不足を招き、メタボリックシンドロ

ームや生活習慣病の大きな原因となっています。                    

 

（２）食文化の継承 

伝統的な食文化や食生活にみられるように、食をめぐる問題は人々の精神的な豊

かさと密接な関係を有しており、先人によって培われてきた多様な食文化を後世に

伝えつつ、時代に応じた優れた食文化や豊かな味覚を育んでいくことが重要だと言

われています。 

食事の内容が多様化してきたことや、

核家族化の進行、近所付き合いの希薄化

により、郷土料理や家庭の味、食文化を

学び、伝えていく機会が少なくなってい

ることから、伝統ある優れた食文化や地

域の特性を生かした食生活の継承・発展、

環境と調和のとれた食料の生産及び消

費等が図られるよう十分に配慮してい

かなければなりません。        ＝伝統料理教室（新産業創造協議会）＝ 

食料需給の状況を十分理解するととも

に、都市と農山漁村の共生・対流や生産者

と消費者との交流を進め、消費者と生産者

の信頼関係を構築していくことが必要で

あり、農山漁村の活性化と食料自給率の向

上に資するよう施策を講じることが求め

られています。 

 

 

 

＝郷土料理（笹巻き）＝ 

 

 

 

 

※１：中食(産業)…総菜やコンビニ弁当などの調理済み食品を自宅で食べること。（その製造産業） 

※２：ごはんを主食としながら、主菜・副菜に牛乳・乳製品や果物が加わったバランスのとれた食事 
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（３）町民の健康 

エネルギー摂取量の脂質の占める割合が増加している中、米からの摂取量は減少

し、小麦粉、その他の穀類からの摂取量が増加しています。塩分の摂取量は年々、

減少しているものの、まだ国が目標としている摂取量より多い現状にあります。 

 

（４）食への意識 

全国的に「食べ残し」や「食品廃棄物」を大量に出すという事態を引き起こし、

問題となっています。 

途上国を中心に多くの人々が栄養不足にある状態を考えれば、大量の食品ロスの

問題は見直すべき課題です。食生活が自然の恩恵の上に成り立ち、食に関わる人々

の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まる取り組みを

通して、社会全体の問題として、食料問題を検討していく視点も必要です。 

 

（５）「食」の安心・安全 

国内外問わず、食品の安全性に関わる事案は多く発生し、食の安心・安全に対す

る関心は依然として高まっています。 

その一方で、マスメディア等を通じて食に関する情報が氾濫し、食に関する正し

い情報を適切に選別し活用することが困難な状況も見受けられており、食品の安全

性の確保と消費者の理解の増進を図る必要があります。 

＝食品に付いている主なマーク＝ 

 

また、今後発効が予定されているＴＰＰ（環太平洋戦略的経済連携協定）におい

て国内へ輸入される食品が増加し、私たちの食卓へ提供されることが予想されます。 

食の安全性が危惧されている昨今において、単に価格ではなく「安心・安全」な

国内農産物を消費してもらうことと同時に、『身土不二』（地元の食材を旬の時期

に食べることが健康に良いとされる）の精神を踏まえ、地産地消・産地直売を推進

していく必要があります。 

 

  

  

一般 

JAS マーク 

 

特定 

JAS マーク 

 

有機 

JAS マーク 

 

生産情報 

JAS マーク 

 

特定保健用

食品マーク

 

特別用途 

食品マーク
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（６）「食」の生産から消費 

日本全体において、農家の減少などにより国産農産物の生産量が減少傾向にあり

ます。このことによって日本は、食料及び飼料等の生産資材の多くを海外からの輸

入に頼っています。その一方で、年間約 642 万トン※にのぼる食品ロスが発生して

いると推計されており、食品廃棄物の発生抑制の更なる推進が必要となっています。 

このため、様々な関係者が連携し、生産から消費までの一連の循環全体で運動を

展開し、食品ロスの削減に

努めていく必要がありま

す。 

また、食料の需要と供給

の状況についての理解を

深め、生産から消費までの

食の循環の中で、生産者を

はじめとして多くの関係

者により食が支えられて

いることを実感し、実践的

な取り組みが行えるよう、

食育を推進する必要があ

ります。                   ＝主要農産物の国別輸入割合＝ 
資料：農林水産省 

「平成 26 年度 食料・農業・農村白書」を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※：平成 24 年度「食品産業系食品廃棄物」と「家庭系食品廃棄物」を合計した全体の発生量の推計値 

（農林水産省・環境省） 
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３ 計画推進における基本的な考え 

（１）「食育」と「地産地消」との関係性 

「食」は農林水産業と一体的なものであり、六次産業化・地産地消法において、

地産地消は食育と一体となって推進されなければならないとされています。 

地産地消を推進するうえでは、食育を実践していく中で、消費者や食品製造業者

等と生産者との密接な関係を構築することが重要であり、生産者が、消費者や食品

製造業者等と情報交換を行いながら、安全で良質な「食」を供給することによって、

地域の農林水産業の振興を図り、また、消費者や食品製造業者等が「食」や「農」

に対する理解を深めることで、地域の活性化が図られるものだと考えられます。 

このことは、人々の命を支える「食」を生み出す農林水産業の根源的な役割の重

要性を多くの人々が理解することであり、同じ消費者の立場から「食」や「農」の

大切さについて考えることで、地域資源を活用した環境への負荷が少ない持続的発

展が可能な地域社会の構築につなげていくことができるとされ、食育と地産地消の

推進は密接なかかわりをもっていることとなります。 

 

（２）計画推進の視点 

「食」は自らの健康に密接に関係する生涯の課題として捉えるとともに、命の根

源としてその大切さの気運を醸成していかなければならず、食を通じた良好な人間

関係の構築や食への感謝の心、他人を思いやる・気遣う心を育むとともに、多様な

体験等を通じて地域の食や文化を学び、愛し、活力ある地域づくりにつなげていく

ことが重要となります。 

そのためには、消費者や食品製造業者等が生産者のことを知り、また、生産者が

消費者や食品製造業者等のニーズを的確に把握できる関係を構築していくことが

大切であり、さらに、町内で作られた農作物を町内で消費する以外に、観光で訪れ

た旅行客や、それを求めて来町する一般消費者を増やすこと、地元の農産物を他の

地域に住んでいる方に知ってもらうことなど、新たな地産地消の展開も進めていく

ことが重要となります。 

「食育」と「地産地消」については、町民一人ひとりが考え、理解を深めていく

必要があります。そして、食育・地産地消の推進に係る多様な担い手（生産者・消

費者・食品製造業者等）が、その方向性について理解を共有し、相互に連携・協働

しながら取り組みを進めることが重要となります。このことから、特に乳幼児期か

ら多様な体験を積み重ねることは大切であり、教育関係機関などと連携しながら取

り組みを進める必要があります。 
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（３）それぞれの役割 

食育・地産地消運動の主役は、私たち一人ひとりです。それぞれの立場で役割分

担と連携を強化しながら、一人ひとりが食育を実践できる環境をつくっていきます。 

 

地域（集落、学区、地区）の役割 

地域は、私たちが互いに支え合い生活する場です。健康でいきいきと暮らしてい

くため、食育・地産地消運動が地域全体に定着するよう、地域ぐるみの取り組みを

進めます。 

 

家庭の役割 

家庭は、食育を実践する一番身近な場として重要な役割を担っています。食育へ

の関心と理解を深め、健全な食習慣の確立を図るとともに、学校等や地域など様々

な活動に積極的に参画します。 

 

生産者（農家・加工者）の役割 

生産者は、食材を作り、私たちの生きる糧である食を土台から支える立場です。

食と農業の様々な学習や体験、交流の場を積極的につくりながら、安心・安全でお

いしい食材の安定提供と活用を拡げます。 

 

事業者（販売店・飲食店・食品製造業）の役割 

事業者は、消費者に食べ物を届ける立場です。消費者が食べ物を選ぶ際のアドバ

イザーとして、食と農を消費者とつなぐ懸け橋となり食を提供します。 

 

関係機関・団体の役割 

関係機関・団体は、専門性を持った人材や機能、大学生や高校生の若い発想と行

動力を活かし、安心・安全な食の情報や食の大切さ、食生活改善の啓発、食と農の

関わり、食文化など、食に関する様々な情報提供や体験、交流を展開します。 

 

学校等（小・中学校、幼稚園・保育園）の役割 

学校等は、健康な心身を養う、学び合いの大切な場です。子どもの健やかな心と

身体の発育のため、成長に応じた、豊かな食の体験を積み重ねます。 

 

行政(町)の役割 

行政は、庁内関係課をはじめ、家庭や学校等、地域、生産者、事業者、関係機関・

団体と広く連携を密にして、情報発信と総合調整を強化しながら、本町の特長を活

かした取り組みを進めます。 

 

以上の内容を計画推進の基本的考えと定め、次のとおり具体的な取り組みを推進し

ながら、食育・地産地消に取り組んでいくこととします。 
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４ 具体的な取り組み 

（1）規則正しく、栄養バランスのとれた食事をとる（心身の健康づくり） 

○健康寿命延伸に繋がる食育 

生活習慣病の予防及び改善に繋がる食育を推進するとともに、生活習慣病を予防

し、健康寿命の延伸を目指す目的に策定された「庄内町健康しょうない２１計画」

と連携し、望ましい食生活と健康づくりのための身体活動に繋がる取り組みを進め

ていく必要があります。 

また、糖尿病や高血圧・脂質異常症の増加傾向にある現代社会において、減塩や

脂質の摂り過ぎなどの食生活改善の取り組みを図るため、乳幼児期から高齢期まで

における食事について、栄養士や保健師、保健所などからの指導・助言による健康

教育の充実を図っていきます。 

 推進主体：家庭、関係機関・団体、行政 

 

○食生活の確立 

１日３回、主食・主菜・副菜が揃った栄養バランスに優れた日本型食生活の実践

を推進し、生活習慣病の予防による健康寿命の延伸、健康な次世代を育成していく

ことが重要となります。 

年代や性別、就業状況や食生活スタイルの多種多様化も踏まえ、本町の主産農産

物の「米」を中心に、多様な副食等を組み合わせた食事を進めていきます。 

各種健康教室、健康相談などを通して、食生活の改善が実践できるように食生活

改善推進員協議会と協力し、栄養、食生活の情報を提供します。 

 推進主体：地域、家庭、関係機関・団体、学校等、行政 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野菜・海藻・きのこなどをたっ

ぷり使って、ビタミン・ミネラ

ル・食物繊維・水分の供給が出

来ます。もう一つの副菜として

取りたいメニュー。 

汁物は１日１杯を目安にしまし

ょう。 

野菜を中心としたおかず 

ビタミン・ミネラル・食物繊維

が豊富 

一回の食事でたっぷりとるこ

とを意識して食べましょう。 

１回の食事で１～２品とりま

しょう。 

肉・魚・卵・大豆製品・乳製品

などのたんぱく質やカルシウ

ムが豊富な食品。 

主菜は１回の食事で１品脂肪

を控えて食べ過ぎに注意。 

ごはん・パン・麺などの穀類 

炭水化物からエネルギーを補給。 

体温を保ち、活動するためのエネ

ルギーのもとになります。 

果物を１日 200ｇ

とりましょう。 

主食 

主菜 

汁物 

副菜
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指 標 名 単位 
現 状 

(平成２６年度) 

目 標 

(平成３２年度) 

ほとんど毎日朝食を食べる割合 
(上段：小学６年 下段：中学３年) 

％ 
９５．９※1 

９２．２※1 

９８．０ 

９４．０ 

 

ほとんど毎日朝食を食べる割合 
（20 歳以上） 

 

％ ９３．１※2 ９５．０ 

料理の味付け【濃い味付の減少】 ％ １２．０※2 １０．０ 

※1：平成 26年度健康づくりに関するアンケート調査より 

※2：平成 26 年度集団健診受診者質問票集計結果より 

 

（２）食を知る（食文化の継承） 

○伝統的な食文化の保護・継承 

南北に細長い地域特性と、四季折々

の食材に恵まれていることもあり、長

い年月を経て地域の伝統的な行事と作

法が結びついた食文化が形成されてき

ました。 

しかし、経済成長に伴う生活環境の変

化によって、家庭や地域で継承されてき

た特色ある食文化や、豊かな味覚が失わ

れつつあります。          ＝庄内地方の伝統料理(大黒様のお歳夜)＝ 

本町が発祥の良食味米のルーツ『亀ノ尾』など、町が誇る歴史や文化を学ぶ取組

を様々の場面で多く取り入れ、この地域の郷土料理や歴史を守るとともに、後世へ

繋げる様々な取り組みを行います。 

また、保育園、幼稚園、小・中学校の給食において、旬の食材を使った郷土料理

を取り入れたり、地域の団体から協力を得て、料理の由来や地元の食材を知る機会

を提供しながら、料理の仕方などを後世に受け継ぐ取組を行います。 

推進主体：地域、家庭、関係機関・団体、行政  

 

指 標 名 単位 
現 状 

(平成２６年度) 

目 標 

(平成３２年度) 

郷土料理講習会の開催 
(各種団体での実績) 

回/年 ８ １０ 

学校給食における郷土料理の 

提供割合 
(月１回以上の提供実績) 

％ １００．０ １００．０ 
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（３）楽しい食卓をつくる（食コミュニケーション） 

○家族そろっての食卓（共食）の機会の提供 

少子高齢化が進むなか、世帯構造や社

会環境の変化、就業状況の多様化なども

あり、家族そろって食事を摂ることが困

難な世帯が増加しています。 

家族が食卓を囲んで共に食事を摂り

ながらコミュニケーションを図ること

は食育の原点であり、共食を通して食の

楽しさを実感するとともに、食や生活に

関する基礎知識を習得する機会にもな

っています。 

朝食や夕食を家族と一緒に食べる頻度を増加させるため、仕事と生活の調和（ワ

ーク･ライフ･バランス）の推進にも配慮しながら共食回数の増加に努めていきます。 

推進主体：地域、家庭、関係機関・団体、行政 

 

○毎月１９日は「食育の日」 

日常生活の基盤である家庭において、生涯に渡って健全な心身を培い、豊かな

人間性を育むために毎月１９日を『食育の日』とし、家族団らんの機会を設定し

ながら食事の作法（食べ方・姿勢）を身に付けるなど、家庭・学校・地域からの

食育活動を推進していきます。 

 推進主体：地域、家庭、関係機関・団体、学校等、行政 

 

指 標 名 単位 
現 状 

(平成２６年度) 

目 標 

(平成３２年度) 

家族での「共食」回数 
(朝食・夕食の回数) 

回/週 １０※ １２ 

※：内閣府『平成 26 年「食育に関する意識調査」（20 歳以上対象）』より 
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（４）感謝の心を育む（食に感謝） 

○生産から消費までの食の循環 

食は命の源であり、私たちが生きていくために欠かせないものであります。 

豊かな自然や生き物たち、様々な人たちに感謝し「いただきます」「ごちそうさ

ま」のあいさつを習慣化することと一緒に、世界

では約８億人の人々が飢餓や栄養不足で苦しん

でいる状況にもあることも考慮し、食事ができる

ことに感謝の念をもちつつ、大量の食糧が食べら

れないまま廃棄されていることも念頭に置かな

ければなりません。 

「もったいない」という精神で食べ物を無駄に

せず、食品ロスの削減に取り組むことと同時に、

喫食するまでの生産者を始めとした多くの人々

の苦労や努力を理解する機会の提供や、情報発信

による広報・啓蒙活動を行っていきます。 

 推進主体：地域、家庭、生産者、事業者、関係機関・団体、行政 

 

指 標 名 単位 
現 状 

(平成２６年度) 

目 標 

(平成３２年度) 

生ゴミ年間排出量 
(立川地域及び余目地域の一部) 

トン(t) ３９０．８１ ３６０．００ 
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（５）「地元の食材」を食べる 

○学校・保育園給食での活用 

学校・保育園給食に地場産農産物を活

用することは地域の自然や食文化、産業

に対する理解を深めるなどといった教育

効果があります。 

生産者の努力や食に対する感謝の気持

ちを育むために重要な素材であることか

ら、学校・保育園給食への供給割合増加

を目指すとともに、学校給食調理施設へ

の供給体制の整備と拡充の取り組みを強

化していきます。 

 推進主体：生産者、学校等、行政        ＝余目第二小学校給食交流会＝ 

 

○飲食店での活用 

地産池消の推進のあたっては、家庭での積極的な利用を推進することと同時に、

安全で安心して喫食できる食材として、広く活用を推進していかなければなりませ

ん。 

あわせて、家庭や学校給食のみならず、地域食文化の情報発信の役割を担う地元

の飲食店や病院、老人福祉施設、宿泊施設、宅配給食等の中食産業における取り組

みを推進していきます。             

推進主体：生産者、事業者、関係機関・団体、行政 

 

指 標 名 単位 
現 状 

(平成２６年度) 

目 標 

(平成３２年度) 

学校給食における地元食材の 

供給割合【重量ベース】 
(ただし「米」を除く。) 

％ １８．７ ２４．０ 

学校給食における地元食材の 

供給割合【金額ベース】 
(ただし「米」を除く。) 

％ ７．６ １０．０ 

食育推進協力店舗数 店 ２５ ５０ 
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（６）生産者と消費者との関係を構築する 

○食と農の交流拡大 

食に関する関心や理解の増進を図るためには、農林水産物の生産に関する体験の

機会を提供するとともに、知識や理解を深めてもらうことが重要となります。また、

食料自給率向上の取り組みを進めてい

くためには、これまでの枠を超えた多

様な分野の連携が必要不可欠です。 

生ごみなどを肥料やバイオマス資源

として循環利用することや、地場農産

物を味わえる農家レストランでの提供、

雇用を生み出す農業法人の拡大など、

農林水産業を中心とした地域活性化を

推進するための循環型農業を推進して

いきます。 

＝庄内町堆肥生産センター＝ 

 推進主体：地域、家庭、生産者、事業者、関係機関・団体、行政 

 

○産直（直売所）間の連携と機能強化 

生産者と消費者の距離が近い産直（直売所）は、地域の農林水産業の活性化に大

きく影響を与えるものとなっています。また、多様な品目の生産・供給体制の構築

と加工品の開発を行うことにより、モノと人との交流による地域の維持・活性化に

も繋がるものでもあります。 

新たな農林水産物の加工品開発

への支援を強化するとともに、地

域内の通年営業の産直（直売所）

における年間販売額増加に向けた

取り組みを強化していきます。 

 推進主体：地域、生産者、事業

者、関係機関・団体、行政 

 

＝庄内町農産物交流施設「風車市場」＝ 
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○都市と農山漁村の交流促進 

農林水産業や私たちの生活の場で

ある農山漁村は、食育を進めるうえで

重要な役割を果たしていることを基

本とし、人口減少社会を地域住民が一

体となって課題解決していくことが

求められています。 

グリーン・ツーリズムを通じた都市

住民と農林漁業者の交流を促進する

ため、庄内町観光振興計画と連携した

取り組みにより、都市住民への農山漁

村の情報提供と受入体制の整備を推

進していきます。             ＝農業体験活動（カブ収穫体験）＝ 

 推進主体：地域、生産者、事業者、関係機関・団体、行政 

 

指 標 名 単位 
現 状 

(平成２６年度) 

目 標 

(平成３２年度) 

農産物直売施設の売上高 
(常設の直売施設のみ) 

千円/年 ５９，８７０ １５０，０００ 

農業体験活動実施回数 

(観光協会その他各種団体における

実施回数) 

回/年 ７ １０ 
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（７）地元食材を活用する【庄内町６次産業化戦略】 

○６次産業化の推進 

６次産業化を推進する取り組みとして、町、農業団体、経済団体等を中心に、商

品開発や販路開拓等のワークショップ・交流会・商談会などを通じ、農林漁業者等

へのサポート活動を行います 。 

町の特産物を原料とした加工品を開発するため、新産業創造館「クラッセ」にあ

る共同利用加工場など町内の加工施設や、県の試験研究機関などの加工技術を活用

するなどして新商品の開発を行うとともに、県のアンテナショップ、町内の産直施

設を活用し、試飲・試食やアンケート調査を実施するなど、新商品の販路開拓に取

り組んでいきます。 

また、６次産業化に取り組む農林漁業者等を支援するため、６次産業化を支援す

る助成事業を措置するとともに、その活用を図ります。 

 推進主体：地域、生産者、事業者、関係機関・団体、行政 

 

指 標 名 単位 
現 状 

(平成２６年度) 

目 標 

(平成３２年度) 

６次産業化事業体数 
(六次産業化・地産地消法に基づく

「総合化事業計画」認定事業体) 

事業体 ２ ５ 

６次産業化加工品売上高 
(クラッセ共同利用加工場・貸工房

で製造された製品の販売額) 

千円/年 ３，５００ ７，０００ 

 

（※）６次産業化戦略の基本方策 

将来的には、６次産業化事業体が６次産業化商品の輸出に取り組むとともに、原料

となる農林水産物の生産振興を図り、庄内町の農林水産業及び食品産業等の活性化に

つなげます。 

加えて、六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の策定を促し、国や県等

の６次産業化の支援施策の活用を図ります。  

 

 

  

＝６次産業化の拠点施設(庄内町新産業創造館「クラッセ」)＝ 
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